
入院時食事療養費自己負担額の変更について 

 

 厚生労働省による食事療養標準負担額等の一部が改正されたことにより、入院中の食事

代（自己負担額）が次のとおり変更されます。 ご理解の程お願い申し上げます。 

 

変更時期 令和８年６月１日から 

区  分 

1 食あたり負担額 

令和８年５月まで 令和８年６月から 

一般の方 ５１０円 ５５０円 

低所得Ⅱ※1 

（住民税非課税世帯に属する

方など） 

９０日まで

の入院 
２４０円 ２７０円 

９０日を超

える入院※2 
１９０円 ２２０円 

低所得Ⅰ※1 

（住民税非課税世帯に属する方などで、老

齢福祉年金を受給している方） 

１１０円 １３０円 

特定医療費（指定難病）受給者証または小

児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方 
３００円 ３３０円 

保険適用外の方 ６９０円 ７３０円 

当院は入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士により管理された食事を

適時（朝食：午前８時、昼食：午後０時、夕食：午後６時以降）、適温で提供しています。 

※１ 入院時にマイナ保険証または資格確認証を提示され「限度額情報の表示」に同意い

ただくか、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。 

※２ 低所得Ⅱの区分で過去 1年間の入院が９０日を超える方は、ご加入の各保険者で別

途手続きが必要です。手続き方法は各保険者へお尋ねください。 

令和８年５月１４日 市立三次中央病院 医事課 


